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おぐろ・かずまさ

　
「
現
実
の
民
主
主
義
社
会
で
は
、
政
治
家
は

選
挙
が
あ
る
た
め
、
減
税
は
で
き
て
も
増
税
は

困
難
。
民
主
主
義
の
下
で
財
政
を
均
衡
さ
せ
、

政
府
の
肥
大
化
を
防
ぐ
に
は
、
憲
法
で
財
政
均

衡
を
義
務
付
け
る
し
か
な
い
」（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

Ｍ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｅ
・
ワ
グ

ナ
ー
著
『
赤
字
の
民
主
主
義

―
ケ
イ
ン
ズ
が

遺
し
た
も
の
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社
）
と
い
う
伝
統
的

な
議
論
が
示
す
と
お
り
、
民
主
主
義
の
下
で
は
、

財
政
再
建
な
ど
「
痛
み
」
を
伴
う
政
治
決
定
を

行
う
の
は
極
め
て
難
し
い
。

　

安
倍
晋
三
首
相
は
今
年
６
月
、
消
費
税
率

10
％
へ
の
引
き
上
げ
を
２
０
１
９
年
10
月
ま
で

２
年
半
再
延
期
す
る
決
断
を
し
た
が
、
こ
の
判

断
は
そ
も
そ
も
誤
り
で
あ
り
、
筆
者
は
以
下
の

三
つ
の
理
由
か
ら
、「
国
家
15
　

年
の
計
」
と
し

て
、
政
府
・
与
党
は
財
政
・
社
会
保
障
の
抜
本

改
革
を
早
急
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

　

第
一
の
理
由
は
、
日
本
財
政
の
限
界
で
あ
る
。

歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
が
財
政
に
つ
い
て

は
殊
更
で
あ
り
、
明
治
以
来
の
長
い
財
政
史
の

中
で
も
、
政
府
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が

２
０
０
％
を
超
え
る
の
は
、
太
平
洋
戦
争
の
終

戦
に
か
け
て
と
、
ま
さ
に
現
在
し
か
な
い
。

　

終
戦
直
前（
１
９
４
４
年
）の
債
務
残
高（
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
は
２
０
４
％
で
あ
っ
た
が
、
終
戦
直

後
の
激
し
い
財
政
イ
ン
フ
レ
、
財
産
税
や
預
金

封
鎖
・
新
円
切
り
替
え
等
で
、
終
戦
か
ら
わ
ず

か
３
年
（
１
９
４
８
年
）
で
債
務
は
20
％
、
５

年
（
１
９
５
０
年
）
で
14
％
に
ま
で
縮
小
し
た
。

　
「
日
本
財
政
は
絶
対
に
破
綻
し
な
い
」
旨
の

主
張
も
あ
る
が
、
こ
の
世
に
絶
対
な
も
の
は
な

く
、
財
政
再
建
を
先
送
り
す
る
ほ
ど
、
財
政
の

破
綻
リ
ス
ク
は
高
ま
る
と
い
う
の
が
正
し
い
視

点
で
あ
る
。

　

終
戦
直
後
の
よ
う
な
財
政
イ
ン
フ
レ
や
資
産

課
税
と
い
っ
た
特
殊
な
方
法
で
は
な
く
、
増
税

や
歳
出
削
減
と
い
っ
た
正
攻
法
で
財
政
再
建
を

行
う
と
し
た
ら
、
日
本
財
政
に
残
さ
れ
て
い
る

時
間
は
ど
の
程
度
か
。

　

正
確
に
予
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
例
え

ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ト
ラ
ン
タ
連
邦
準
備
銀
行

の
ア
ン
ト
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
上
級
政
策
顧
問
ら
に

よ
る
、
日
本
財
政
の
持
続
的
可
能
性
に
つ
い
て

※

マ
ー
ク
を
文
末
に
つ
け
る
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の
研
究
で
は
、
約
15
年
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン

氏
ら
は
日
本
が
政
府
の
債
務
残
高
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
）
を
発
散
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
消
費
税
率
を

１
０
０
％
に
引
き
上
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
期

限
が
い
つ
に
な
る
の
か
を
、「
実
施
シ
ナ
リ
オ
」

（
社
会
保
障
費
の
膨
張
を
抑
制
せ
ず
、
消
費
税

率
10
％
を
維
持
す
る
）
と
「
先
送
り
シ
ナ
リ
オ
」

（
消
費
税
率
５
％
を
維
持
す
る
）
と
い
う
二
つ

の
前
提
で
試
算
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
施
シ
ナ
リ
オ
で
持
続
可

能
な
の
は
２
０
３
２
年
ま
で
、
先
送
り
シ
ナ
リ

オ
で
は
２
０
２
８
年
ま
で
だ
と
い
う
。

　

現
在
の
消
費
税
率
８
％
で
試
算
す
る
な
ら
ば
、

追
加
の
改
革
を
実
行
し
な
い
限
り
、
２
０
３
０

年
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
、
財
政
は
持
続
不
可
能

に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
分
析
が
妥
当
な
場
合
、
日
本
財
政
に

残
さ
れ
た
時
間
は
15
　

年
程
度
と
い
う
こ
と
に
な

り
、「
国
家
15
　
年
の
計
」が
必
要
な
状
況
に
あ
る
。

　

な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
氏
ら
の
試
算
の
よ
う
に
、

財
政
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
消
費
税
率
を

１
０
０
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
も
、
消
費
税
率

を
30
％
に
引
き
上
げ
て
、
残
り
の
消
費
税
率

70
％
相
当
分
の
歳
出
を
削
減
す
る
の
も
、
政
治

的
に
不
可
能
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

第
２
の
理
由
は
、
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
（
い

わ
ゆ
る
「
異
次
元
緩
和
」）
の
限
界
で
あ
る
。
債

務
残
高
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
が
増
加
し
て
も
、
国
の

債
務
の
利
払
い
費
が
10
兆
円
程
度
で
安
定
し
て

い
る
の
は
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
の
ほ
か
、
異

次
元
緩
和
で
日
銀
が
大
量
の
国
債
を
購
入
し
、

長
期
金
利
が
ゼ
ロ
付
近
ま
た
は
マ
イ
ナ
ス
圏
の

水
準
に
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
影
響
が
大
き
い
。

こ
の
状
態
を
「
金
融
抑
圧
」
と
い
う
が
、
こ
れ

に
も
限
界
が
あ
る
。

　

理
由
は
単
純
で
、
２
０
１
４
年
10
月
末
か
ら

の
追
加
緩
和
に
よ
り
、
日
銀
が
長
期
国
債
を

ネ
ッ
ト
で
１
年
間
約
80
兆
円
に
相
当
す
る
ペ
ー

ス
で
買
い
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
継
続
す
る

と
近
い
将
来
、
市
場
で
取
引
さ
れ
る
国
債
は
底

を
突
く
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
財
政
赤
字
が
年
間
約
30
兆
円
、
異

次
元
緩
和
で
日
銀
が
市
場
か
ら
毎
年
約
80
兆
円

の
国
債
を
買
い
入
れ
る
場
合
、
金
融
機
関
が
保

有
す
る
国
債
は
、
毎
年
50
兆
円
ず
つ
日
銀
に
吸

収
さ
れ
る
。

　

２
０
１
５
年
時
点
で
の
国
債
残
高
は
約

１
千
兆
円
で
、
既
に
日
銀
は
約
４
０
０
兆
円
の

国
債
を
保
有
し
て
お
り
、
市
場
に
あ
る
国
債
は

約
６
０
０
兆
円
。
こ
こ
か
ら
50
兆
円
ず
つ
日
銀

が
吸
い
上
げ
る
と
、
単
純
計
算
で
約
12
年
後
に

は
日
銀
が
全
て
の
国
債
を
保
有
し
、
国
債
市
場

は
干
上
が
っ
て
し
ま
う
。

　

厳
密
に
は
、
銀
行
や
保
険
・
年
金
基
金
等
は

資
金
運
用
の
た
め
に
一
定
の
国
債
を
保
有
す
る

必
要
が
あ
り
、
専
門
家
の
分
析
で
は
、
２
０

１
８
年
頃
に
は
限
界
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
試
算
も
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
今
年
６
月
、
三

菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
が
国
債
市
場
特
別
参
加

者
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
）
の
資
格

の
返
上
を
財
務
省
に
伝
達
（
７
月
に
返
上
）
し
、

市
場
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。

　

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
は
、
国
債

入
札
に
優
先
的
に
参
加
で
き
、
ま
た
財
務
省
と

市
場
動
向
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
権
利
を
持

つ
一
方
、
入
札
に
際
し
て
は
発
行
予
定
額
の
う

ち
最
低
４
％
以
上
を
応
札
す
る
義
務
を
負
う
民

間
金
融
機
関
を
指
し
、
現
在
は
21
社
（
三
菱
東

京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
を
除
く
）
が
こ
の
資
格
を
有
す

る
。

　

で
は
な
ぜ
、
同
行
は
返
上
に
踏
み
切
っ
た
の

か
。

　

こ
れ
は
財
務
省
や
日
銀
の
政
策
に
異
を
唱
え

る
こ
と
に
な
る
の
で
大
変
な
決
断
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
２
０
１
８
年
頃
に
到
来
す
る
可
能

干
上
が
る
国
債
の
市
場

大
銀
行
が
沈
黙
の
批
判



51 どうなっちゃうの？　社会保障
財政も異次元緩和も限界にきている　長期推計の「独立財政機関」を創設せよ

特集

性
が
高
い
異
次
元
緩
和
の
限
界
も
含
め
、
国
債

市
場
の
現
状
を
冷
徹
に
見
て
い
る
一
つ
の
証
し

で
も
あ
ろ
う
。

　

第
３
の
理
由
は
、
低
い
成
長
率
が
改
革
先
送

り
の
理
屈
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
日
本
経
済
の
実
力
を
示
す
「
潜
在
成

長
率
」
は
概
ね
０
％
台
半
ば
し
か
な
い
と
い
う

現
実
を
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

内
閣
府
の
推
計
に
よ
る
と
、
１
９
８
０
年
代

の
潜
在
成
長
率
は
４
・
４
％
、
90
年
代
は
１
・

６
％
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
ず
っ
と
低
下
傾

向
に
あ
り
、
２
０
１
３
年
以
降
は
０
・
５
～

０
・
８
％
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
２
０
１
５
年
１
～
３
月
期
で
は

０
・
６
％
と
の
推
計
で
あ
っ
た
が
、
同
年
４
～

６
月
期
に
は
０
・
５
％
に
下
方
改
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
２
０
１
６
年
４
～
６
月
期
で
は
０
・

３
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
足
元
の
潜
在
成
長
率
だ
が
、
生
産
性

が
上
昇
し
な
い
場
合
、
中
長
期
の
視
点
で
見
る

と
、
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
恒
常
的
に
マ
イ
ナ

ス
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

実
際
、
50
　

年
後
の
日
本
経
済
を
展
望
す
る
、

政
府
の
「
選
択
す
る
未
来
」委
員
会
の
最
終

報
告
書
（
２
０
１
４
年
11
　

月
公
表
）
は
、人
口

減
少
を
放
置
し
、
生
産
性
も
低
迷
し
た
場
合
、

２
０
４
０
年
以
降
、年
平
均
で
マ
イ
ナ
ス
０
・

１
％
程
度
の
低
成
長
に
陥
る
と
の
試
算
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
潜
在
成
長
率
が
概
ね
０
％
台
半

ば
の
現
状
で
は
、
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
が
ゼ
ロ

ま
た
は
マ
イ
ナ
ス
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
直
ち

に
不
況
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で
、
各
種
の
経

済
指
標
を
総
合
的
か
つ
冷
静
に
見
て
判
断
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
標
準
的
な
経
済
学
で
は
、
生
活
水
準

の
向
上
は
「
一
人
当
た
り
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
」
の
増

加
で
表
現
す
る
の
が
適
切
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
収
束
仮
説
」（
一
人
当
た
り
所
得
が
相
対

的
に
低
い
経
済
の
成
長
率
は
高
く
、
所
得
水
準

が
上
昇
す
る
に
従
っ
て
成
長
率
は
低
下
す
る
と

い
う
仮
説
）
が
妥
当
な
ら
ば
、
経
済
の
成
熟
に

伴
い
成
長
率
が
鈍
化
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
が
低
下
傾
向
に
あ
る
と
い

う
理
由
だ
け
で
、
過
度
に
悲
観
す
る
必
要
は
な

い
。

　

例
え
ば
、
２
０
０
３
～
２
０
１
２
年
に
お
け

る
1
人
当
た
り
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
平
均
値

（
年
率
）は
、日
本
が
０
・
82
％
、ア
メ
リ
カ
が
０
・

92
％
、
フ
ラ
ン
ス
が
０
・
45
％
、
ド
イ
ツ
が
１
・

31
％
、
イ
タ
リ
ア
が
▲
０
・
67
％
、
イ
ギ
リ
ス

が
０
・
64
％
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
１
・
４
％

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
で
日
本
は
中
位
（
４
番

目
）
の
成
長
率
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
本
経
済
は
こ
の
期
間
に
、
東
日
本

大
震
災
（
２
０
１
１
年
３
月
11
日
）
と
い
う
特

異
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、
２
０
１
１
年
を
除

い
た
一
人
当
た
り
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
平
均

値
（
年
率
）
は
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
０
・
94
％

で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
欧
米
と
比
較
し
て
も
、
一
人
当
た

り
で
み
れ
ば
日
本
は
中
程
度
の
成
長
を
し
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
重
要
な

こ
と
は
生
活
水
準
の
向
上
を
表
す
「
一
人
当
た

り
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
」
の
増
加
ペ
ー
ス
が
、
他
の
先

進
国
と
比
較
し
て
ど
の
程
度
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

な
お
、
先
般
（
２
０
１
４
年
４
月
）
の
消
費

増
税
が
経
済
成
長
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
ど
う
で

あ
っ
た
か
。

　

結
論
か
ら
い
う
と
、
意
外
に
も
、
そ
れ
は
十

分
時
間
が
経
過
し
た
段
階
で
概
ね
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
が
、
増
税
を
め
ぐ

る
今
後
の
議
論
や
判
断
の
参
考
と
す
る
た
め
、

増
税
の
影
響
を
改
め
て
整
理
し
て
お
く
の
が
望

ま
し
い
。
そ
も
そ
も
、
消
費
増
税
が
経
済
成
長

率
に
与
え
た
影
響
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
潜

消
費
増
税
の
影
響
は
中
立

規
律
を
緩
め
る
甘
い
囁
き
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在
成
長
率
と
比
較
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
れ
は
「
実
質
成
長
率

－

潜

在
成
長
率
」
で
評
価
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
増
税
後
の
実
質
成
長

率
が
潜
在
成
長
率
を
上
回
れ
ば
増

税
の
影
響
は
な
く
、
下
回
っ
た
と

す
れ
ば
増
税
の
影
響
は
大
き
か
っ

た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

消
費
増
税
は
、
２
０
１
４
年
４

月
の
他
に
、１
９
８
９
年（
０
％

→
３
％
）、１
９
９
７
年（
３
％
→

５
％
）
と
、合
わ
せ
て
過
去
３
回

行
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
潜
在
成
長

率
に
つ
い
て
は
内
閣
府
の
推
計
が

あ
り
、
１
９
８
０
年
代
の
潜
在
成

長
率
は
４
・
４
％
、
１
９
９
０
年

代
は
１
・
６
％
、直
近
は
０
・５
％

と
し
て
、
消
費
増
税
の
影
響
を
検

討
す
る
。

　

そ
し
て
、
内
閣
府
「
四
半
期
別

Ｇ
Ｄ
Ｐ
速
報
」
デ
ー
タ
等
を
利
用

し
、
過
去
３
回
の
増
税
の
５
四
半

月
期
）
に
お
け
る
実
質
成
長
率
の
屈
折
幅
は

「
１
９
８
９
年
（
２
・
４
％
減
）

＜

２
０
１
４
年

（
２
・
１
％
減
）

＜

１
９
９
７
年
（
１
・
４
％
減
）」

と
な
っ
て
い
る
。
２
０
１
４
年
の
増
税
が
与
え

た
負
の
影
響
は
、
１
９
９
７
年
よ
り
大
き
い
が
、

１
９
８
９
年
よ
り
若
干
小
さ
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
折
れ
線
が
上
下
に
振
動

し
て
い
る
た
め
、
こ
の
図
表
の
み
で
は
増
税
の

期
前
か
ら
７
四
半
期
後
ま
で
の
「
実
質
成
長
率

－
潜
在
成
長
率
」
を
試
算
し
た
の
が
、
図
表
１

で
あ
る
。

　

こ
の
図
表
１
に
よ
る
と
、
増
税
期
（
４
～
６

1989年
1997年

図表１

（出所）内閣府「四半期別GDP速報」データ等から筆者作成

（出所）内閣府「四半期別GDP速報」データ等から筆者作成

実質GDP

トレンド GDP

図表２
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影
響
を
ス
ム
ー
ズ
に
読
み
取
れ
な
い
。
そ
こ
で

２
０
１
４
年
の
増
税
の
影
響
を
把
握
し
や
す
く

す
る
た
め
、
増
税
５
期
前
（
２
０
１
３
年
１
～

３
月
期
）
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
１
０
０
と
し
、
そ

の
後
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
「
ト
レ
ン
ド
Ｇ
Ｄ
Ｐ
」

（
潜
在
成
長
率
に
沿
っ
て
伸
び
た
と
仮
定
し
た

と
き
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
比
較
し
た
の
が
図
表

２
で
あ
る
。

　

こ
の
図
表
２
を
見
る
と
、
２
０
１
５
年
４
～

６
月
期
（
増
税
４
期
後
）
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ト
レ
ン

ド
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
若
干
下
回
っ
た
も
の
の
、
現
在
は

概
ね
同
水
準
の
範
囲
を
動
い
て
い
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。

　

ま
た
、
３
回
の
増
税
時
に
つ
い
て
、
同
じ
く

増
税
５
期
前
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
１
０
０
と
し
て
、

ト
レ
ン
ド
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
実
際
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
乖か
い

離り

を
描
い
た
の
が
図
表
３
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
１
９
８
９
年
の
ケ
ー
ス
を
見
る
と
、

増
税
期
と
増
税
１
期
後
（
１
９
８
９
年
７
～
９

月
期
）
は
「
実
際
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

＞

ト
レ
ン
ド
Ｇ
Ｄ

Ｐ
」
で
あ
っ
た
が
、
増
税
４
期
後
（
１
９
９
０

年
４
～
６
月
期
）
に
は
大
き
く
逆
転
し
て
い
る
。

　

ま
た
97
年
の
ケ
ー
ス
で
は
、
増
税
期
と
増
税

１
期
後
（
１
９
９
７
年
７
～
９
月
期
）
は
「
実

際
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

＜

ト
レ
ン
ド
Ｇ
Ｄ
Ｐ
」
で
あ
っ
た

が
、
２
期
後
（
１
９
９
７
年
10
～
12
月
期
）
に

は
「
実
際
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

＞

ト
レ
ン
ド
Ｇ
Ｄ
Ｐ
」
と

な
り
、
そ
れ
以
降
も
そ
の
差
が
拡
大
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
１
９
９
７

年
11
月
の
三
洋
証
券
の
破
綻
か
ら
始
ま
っ
た

「
平
成
の
金
融
危
機
」
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
、
２
０
１
４
年
の
増
税
時
に
つ
い
て
は
、

増
税
３
期
後
以
降
、
実
際
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
ト
レ
ン

ド
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
乖
離
は
縮
小
方
向
に
あ
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
た
め
、
増
税
が
経
済
成
長
に
及
ぼ

し
た
影
響
は
概
ね
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
今
後
の
成
長
率
の
先
行

き
の
ほ
か
、
財
政
や
異
次
元
緩
和
の
限
界
も
見

定
め
、
早
急
に
財
政
・
社
会
保
障
の
抜
本
改
革

を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
財
政
再
建
の
た
め
、

我
々
に
残
さ
れ
た
時
間
は
そ
う
長
く
な
い
。

　

財
政
再
建
が
実
行
で
き
る
か
否
か
は
、
我
々

の
今
後
の
政
治
選
択
に
依
存
し
て
い
る
が
、
む

し
ろ
財
政
規
律
の
緩
み
を
許
容
し
、
財
政
再
建

を
先
送
り
さ
せ
る
、い
く
つ
も
の「
甘
い
囁さ
さ
や

き
」

が
流
布
さ
れ
て
い
る
の
も
現
実
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
日
銀
が
国
債
を
す
べ
て
買
い
切

れ
ば
、
国
民
負
担
ゼ
ロ
で
財
政
再
建
で
き
る
」

と
い
う
よ
う
な
主
張
も
そ
の
一
つ
だ
が
、
こ
れ

は
誤
解
で
あ
る
。

1989年
1997年

図表３

（出所）内閣府「四半期別GDP速報」データ等から筆者作成

政府部門
資産 負債

政府預金　　50 国債　　　800

日銀
資産 負債

国債　　　 400 現金　　　100
政府預金　  50
準備　　　250

民間銀行
資産 負債

準備　　　 250
国債　　　 400
貸出　　　 950

預金　　 1600

図表４
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こ
の
内
容
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
以

下
、
順
番
に
説
明
し
よ
う
。

　

第
一
の
理
由
は
、
金
融
政
策
は
資
産
の
「
等

価
交
換
」
で
、
日
銀
が
買
い
取
る
国
債
を
支
え

て
い
る
の
は
主
に
我
々
の
預
金
で
あ
る
た
め
で

あ
る
。
仮
に
日
銀
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
大
部
分

を
占
め
る
日
銀
保
有
の
国
債
と
準
備
を
互
い
に

相
殺
す
れ
ば
、
我
々
の
預
金
の
一
部
が
消
滅
す

る
。
こ
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
、
以
下
の
簡

易
ケ
ー
ス
で
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
現
実
の
経
済
に
は
い
く
つ
も
の
異
な

る
家
計
や
企
業
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
が
存
在

し
て
い
る
が
、
政
府
部
門
・
日
銀
の
ほ
か
、
一

つ
の
民
間
銀
行
し
か
存
在
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

ま
た
、
当
初
、
政
府
部
門
・
日
銀
・
民
間
銀

行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
は
図
表
４
の
通
り
と
す

る
（
注
：
簡
略
化
の
た
め
、
日
銀
が
保
有
す
る

国
債
以
外
の
資
産
や
自
己
資
本
ほ
か
、
民
間
銀

行
の
自
己
資
本
な
ど
は
無
視
す
る
）。

　
図
表
４
の
日
銀
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
側

に
あ
る
「
現
金
」
は
市
中
に
流
通
し
て
い
る
日

銀
券
残
高
を
意
味
し
、「
準
備
」
は
中
央
銀
行
が

民
間
銀
行
か
ら
預
か
っ
て
い
る
預
金
（
＝
日
銀

当
座
預
金
）
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
と
き
、
金
融
政
策
で
国
債
の
買
い
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
日
銀
が
民
間
銀
行
か
ら
、

国
債
１
０
０
を
買
い
取
っ
て
み
よ
う
。

　

こ
の
政
策
は
「
国
債
と
準
備
を
等
価
交
換
」

す
る
措
置
で
あ
り
、
日
銀
は
国
債
購
入
の
対

価
と
し
て
、
民
間
銀
行
の
日
銀
当
座
預
金
を

１
０
０
増
や
す
。

　

つ
ま
り
、
日
銀
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
で
は
資

産
側
の
国
債
が
１
０
０
増
加
、
負
債
側
の
準
備

が
１
０
０
増
加
す
る
一
方
、
民
間
銀
行
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
上
で
は
資
産
側
の
準
備
が
１
０
０
増

加
、
国
債
が
１
０
０
減
少
す
る
。
そ
の
結
果
、

政
府
部
門
・
日
銀
・
民
間
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
は
図
表
５
の
通
り
と
な
る
。

　
図
表
４
と
異
な
る
部
分
が
灰
色
で
マ
ー
カ
ー

し
た
部
分
で
あ
る
が
、
図
表
５
は
何
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
民
間
銀
行
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
を
見
て
み
よ
う
。

　

こ
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
資
産
側
に
は
準
備

３
５
０
、
国
債
３
０
０
、
貸
出
９
５
０
が
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
合
計
１
６
０
０
を
負
債
側
の
預

金
１
６
０
０
が
支
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
負
債

側
に
あ
る
預
金
の
一
部
（
３
５
０
）
が
資
産
側

の
準
備
３
５
０
を
支
え
て
い
る
。

　

次
に
、
日
銀
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
見
て

み
よ
う
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
側

に
は
現
金
１
０
０
（
＝
市
中
に
流
通
し
て
い
る

日
銀
券
）、
政
府
預
金
50
、
準
備
３
５
０
が
あ

り
、
そ
れ
ら
の
合
計
５
０
０
が
資
産
側
の
国
債

５
０
０
を
支
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
負
債
側
の

準
備
３
５
０
が
資
産
側
に
あ
る
国
債
の
一
部

３
５
０
を
支
え
て
い
る
。

　

そ
の
結
果
、
民
間
銀
行
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

の
負
債
側
に
あ
る
預
金
の
一
部
（
３
５
０
）
が
、

資
産
側
の
準
備
３
５
０
を
通
じ
て
、
日
銀
の
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
資
産
側
に
あ
る
国
債
の
一
部

３
５
０
を
間
接
的
に
支
え
て
い
る
構
図
に
な
る
。

な
お
、
日
銀
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
資
産
側
で
大

部
分
を
占
め
る
「
国
債
」
は
「
日
銀
の
財
務
省

に
対
す
る
債
権
」、
負
債
側
で
大
部
分
を
占
め

る
「
準
備
」
は
「
民
間
銀
行
の
日
銀
に
対
す
る

債
権
」（
日
銀
か
ら
見
る
と
負
債
）
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
債
権
債
務
の
関
係
か
ら
、
日
銀

政府部門
資産 負債

政府預金　　50 国債　　　800

日銀
資産 負債

国債　　　 500 現金　　　100
政府預金　  50
準備　　　350

民間銀行
資産 負債

準備　　　 350
国債　　　 300
貸出　　　 950

預金　　 1600

図表５

極
端
に
低
利
の
日
銀
準
備
は

預
金
課
税
と
同
等
の
効
果
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保
有
の
国
債
と
準
備
を
一
般
的
に
相
殺
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
図
表
５
で
、
財
政

再
建
を
図
る
観
点
か
ら
、
仮
に
日
銀
保
有
の
国

債
の
一
部
（
３
５
０
）
と
準
備
（
３
５
０
）
を
互

い
に
相
殺
す
る
と
、
そ
れ
は
政
府
部
門
が
準
備

３
５
０
に
１
０
０
％
課
税
を
行
う
政
策
と
実
質

的
に
同
等
で
あ
り
、
最
終
的
に
民
間
銀
行
に
預

け
て
い
る
我
々
の
預
金
の
一
部
（
３
５
０
）
が

消
滅
し
て
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
政
府
が
発
行
す
る
国
債
残
高
を

賄
っ
て
い
る
原
資
は
基
本
的
に
預
金
で
あ
り
、

金
融
政
策
は
そ
の
原
資
を
増
や
す
も
の
で
は
な

い
と
い
う
事
実
も
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
事
実
は
、
日
銀
と
民
間
銀
行
の
統
合
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
簡
単
に
理
解
で
き
る
。
ま

ず
、
図
表
５
の
日
銀
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
と
民
間

銀
行
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
統
合
し
、
資
産
側
・

負
債
側
の
両
方
に
記
載
の
あ
る
準
備
を
相
殺

す
る
と
、
図
表
６
と
な
る
。
こ
の
統
合
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
は
、
負
債
側
の
現
金
１
０
０
（
＝
市

中
に
流
通
し
て
い
る
日
銀
券
）、
政
府
預
金
50
、

我
々
の
預
金
１
６
０
０
が
、
政
府
が
発
行
し
た

国
債
残
高
８
０
０
、
企
業
等
へ
の
貸
出
９
５
０

を
支
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

ま
た
、
図
表
４
で
日
銀
と
民
間
銀
行
の
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
を
統
合
し
、
資
産
側
・
負
債
側
の

両
方
に
記
載
の
あ
る
準
備
を
相
殺
し
て
も
、
図

表
６
と
全
く
同
じ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
が
得
ら
れ

る
。
こ
の
事
実
は
、
政
府
が
発
行
す
る
国
債
残

高
を
賄
っ
て
い
る
原
資
は
基
本
的
に
預
金
で
あ

り
、
金
融
政
策
は
そ
の
原
資
を
増
や
す
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

第
二
の
理
由
は
、
も
し
金
利
が
正
常
化
す
る

中
で
、
市
場
金
利
と
の
比
較
で
、「
超
過
準
備
」

の
結
果
が
得
ら
れ
る
。

　
図
表
７
か
ら
読
み
取
れ
る
事
実
の
う
ち
、

最
も
重
要
な
視
点
は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
図
表
７
の
（
１
）・（
２
）
の
ど
ち

ら
の
ケ
ー
ス
も
、
統
合
政
府
（
政
府
部
門
＋

日
銀
）
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
側
に
あ
る

「
国
債
」
と
「
準
備
」
の
合
計
６
５
０
は
、
民

間
銀
行
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
資
産
側
の
「
国

債
」
と
「
準
備
」
の
合
計
６
５
０
に
一
致
し
、

そ
の
資
産
を
支
え
て
い
る
の
は
民
間
銀
行
バ

の
付
利
を
適
切
な
水
準
ま
で
引
き
上
げ
ず
に
抑

制
す
る
場
合
、
政
府
部
門
と
日
銀
の
統
合
政
府

で
見
る
と
、
そ
れ
は
預
金
課
税
を
行
っ
て
い
る

の
と
実
質
的
に
同
等
な
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
超
過
準
備
」
の
付
利
を
適
切
な
水
準

ま
で
引
き
上
げ
る
場
合
、
統
合
政
府
で
見
る
と
、

「
超
過
準
備
」
は
実
質
的
に
国
債
発
行
（
短
期
国

債
の
発
行
）
と
概
ね
同
等
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
説
明
し
よ

う
。

　

ま
ず
、
こ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
図
表
４

と
図
表
５
の
各
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
政
府
部
門

と
日
銀
の
統
合
政
府
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
考
え

て
み
よ
う
。
統
合
政
府
（
政
府
部
門
＋
日
銀
）

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
資
産
側
と
負
債
側
の
両
方

に
記
載
が
あ
る
政
府
預
金
や
国
債
を
相
殺
す
る

と
、
各
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
図
表
７
の
（
１
）、（
２
）

政府部門
資産 負債

政府預金　　50 国債　　　800

日銀＋民間銀行
資産 負債

国債　　　 800
貸出　　　 950

現金　　　100
政府預金　  50
預金　　 1600

図表６

政府部門＋日銀
資産 負債

現金　　　100
国債　　　400
準備　　　250

民間銀行
資産 負債

準備　　　 250
国債　　　 400
貸出　　　 950

預金　　 1600

図表７　（１）図表４のケース

政府部門＋日銀
資産 負債

現金　　　100
国債　　　300
準備　　　350

民間銀行
資産 負債

準備　　　 350
国債　　　 300
貸出　　　 950

預金　　 1600

図表７　（２）図表５のケース
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ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
側
に
あ
る
我
々
の
「
預

金
１
６
０
０
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
統
合
政
府
（
政
府
部
門
＋
日

銀
）
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
側
に
あ
る
「
現

金
」「
国
債
」「
準
備
」
の
う
ち
、
現
金
の
金
利

コ
ス
ト
は「
ゼ
ロ
」、国
債
の
金
利
コ
ス
ト
は「
長

期
金
利
（
例
：
10
年
国
債
の
金
利
）」、
準
備
の

金
利
コ
ス
ト
は
「
付
利
」
で
あ
る
と
い
う
視
点

で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
デ
フ
レ
下
で
名
目
金
利
が
概
ね

ゼ
ロ
で
あ
る
状
況
で
は
、
国
債
の
金
利
コ
ス
ト

（
＝
長
期
金
利
）
も
、
準
備
の
金
利
コ
ス
ト
（
＝

付
利
）
も
概
ね
ゼ
ロ
で
あ
る
か
ら
、
図
表
７
の

（
１
）
ケ
ー
ス
と
（
２
）
ケ
ー
ス
に
お
け
る
統
合

政
府
（
政
府
部
門
＋
日
銀
）
の
負
債
コ
ス
ト
は

概
ね
同
等
と
な
る
。

　

他
方
、
国
債
の
金
利
コ
ス
ト
（
＝
長
期
金
利
）

と
準
備
の
金
利
コ
ス
ト
（
＝
付
利
）
が
大
き
く

異
な
れ
ば
、
図
表
７
の
（
１
）
ケ
ー
ス
と
（
２
）

ケ
ー
ス
に
お
け
る
統
合
政
府
（
政
府
部
門
＋
日

銀
）
の
負
債
コ
ス
ト
も
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。

例
え
ば
、
長
期
金
利
よ
り
も
付
利
を
ず
っ
と

低
い
状
態
に
維
持
で
き
れ
ば
、
統
合
政
府
（
政

府
部
門
＋
日
銀
）
の
負
債
コ
ス
ト
は
図
表
７
の 

（
１
）
ケ
ー
ス
よ
り
も
（
２
）
ケ
ー
ス
の
方
が
低

く
、
負
債
コ
ス
ト
を
軽
減
で
き
る
。

　

で
は
、
金
利
が
正
常
化
し
た
場
合
で
も
、
長

期
金
利
よ
り
も
付
利
を
ず
っ
と
低
い
状
態
に
維

持
す
る
と
、
何
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。
結
論
を

先
に
述
べ
る
と
、
統
合
政
府
（
政
府
部
門
＋
日

銀
）
で
見
る
場
合
、
そ
れ
は
預
金
課
税
と
同
等

に
な
る
。

　

な
お
、
以
下
で
は
議
論
を
分
か
り
や
す
く
す

る
た
め
、
少
し
極
論
だ
が
、
将
来
の
一
定
期
間
、

短
期
金
利
は
一
定
（
例
：
３
％
）
で
あ
る
と
し

よ
う
。
そ
の
場
合
、
長
期
金
利
も
一
定
（
例
：

３
％
）
に
な
り
、
こ
れ
は
「
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ

（
利
回
り
曲
線
）」
が
フ
ラ
ッ
ト
の
状
況
に
相
当

す
る
。
ま
た
、
民
間
銀
行
の
利
潤
は
ゼ
ロ
と
し
、

貸
出
金
利
や
預
金
金
利
の
区
別
が
な
く
、
市
場

の
名
目
金
利
が
一
つ
し
か
な
い
も
の
と
す
る
。

　

こ
の
と
き
、
例
え
ば
市
場
の
名
目
金
利
が

３
％
に
上
昇
し
て
い
け
ば
、
市
場
の
裁
定
が
働

き
、
長
期
金
利
（
＝
10
年
国
債
の
金
利
）
や
貸

出
金
利
も
３
％
に
上
昇
し
て
い
く
の
で
、
付
利

も
３
％
に
引
き
上
げ
る
必
要
が
出
て
く
る
。

　

も
し
付
利
を
３
％
に
引
き
上
げ
な
い
場
合
、

預
金
金
利
も
３
％
を
割
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、

図
表
７
の
（
２
）
ケ
ー
ス
で
考
え
て
み
よ
う
。

　

長
期
金
利
（
＝
国
債
の
利
回
り
）
や
貸
出
金

利
が
３
％
で
、
も
し
付
利
が
そ
れ
よ
り
も
低
い

１
％
で
あ
れ
ば
、
民
間
銀
行
が
得
る
金
利
収

入
は
41
（
＝
３
５
０
×
１
％
＋
３
０
０
×
３
％

＋
９
５
０
×
３
％
）
に
な
る
。
民
間
銀
行
の
利

潤
は
ゼ
ロ
と
し
て
、
こ
の
金
利
収
入
の
全
て

を
預
金
者
に
還
元
す
る
場
合
、
預
金
金
利
は

２
・
56
％
（
＝
41
÷
１
６
０
０
）
と
計
算
で
き
る
。

付
利
が
１
％
よ
り
も
低
い
ゼ
ロ
で
あ
れ
ば
、
預

金
金
利
は
２
・
34
％
に
な
る
。

　

極
論
だ
が
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
（
Ｎ
Ｉ
Ｒ

Ｐ
）
で
付
利
を
▲
15
％
に
す
れ
ば
、
預
金
金
利

は
▲
０
・
94
％
に
で
き
る
。
な
お
、「
純
粋
期

待
仮
説
」
に
従
え
ば
、
こ
の
状
況
で
は
裁
定
取

引
が
可
能
な
の
で
民
間
銀
行
か
ら
預
金
が
流
出

す
る
可
能
性
が
あ
り
、
市
場
金
利
の
再
調
整
が

起
こ
る
は
ず
で
あ
る
が
、「
市
場
分
断
仮
説
」
が

あ
る
程
度
成
立
す
れ
ば
、
預
金
金
利
を
低
め
に

抑
制
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
形
で
付
利
を

市
場
の
名
目
金
利
よ
り
も
引
き
下
げ
て
抑
制
す

る
場
合
、
預
金
金
利
が
低
下
し
、
そ
れ
は
預
金

課
税
を
行
っ
て
い
る
の
と
実
質
的
に
同
等
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

で
は
、
金
利
が
正
常
化
し
た
場
合
、
付
利
を

適
切
な
水
準
ま
で
引
き
上
げ
る
と
、
何
が
起
こ

る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
場
合
も
、
長
期
金
利
や
短
期
金
利
、
貸

金
利
正
常
化
の
果
て
に
何
が

次
の
増
税
は
さ
ら
に
難
し
い
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出
金
利
や
預
金
金
利
の
区
別
が
な
く
、
市
場
の

名
目
金
利
が
一
つ
し
か
な
い
ケ
ー
ス
で
考
え
る

と
、
物
事
が
分
か
り
や
す
く
な
る
。
例
え
ば
、

長
期
金
利
（
＝
国
債
の
利
回
り
）
や
貸
出
金
利

が
３
％
の
と
き
、
付
利
を
３
％
に
引
き
上
げ
る

場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
図
表
７

の
（
１
）・（
２
）
の
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
に
お
い

て
も
、
統
合
政
府
（
政
府
部
門
＋
日
銀
）
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
側
に
あ
る
国
債
と
準
備
の

コ
ス
ト
は
同
じ
３
％
に
な
る
。
厳
密
に
は
、
超

過
準
備
の
付
利
は
、
短
期
国
債
の
利
回
り
や

コ
ー
ル
レ
ー
ト
等
の
「
短
期
金
利
」
と
同
水
準

で
あ
り
、
こ
れ
は
統
合
政
府
で
見
る
と
、「
超

過
準
備
」
は
実
質
的
に
国
債
発
行
（
短
期
国
債

の
発
行
）
と
概
ね
同
等
に
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
。

　

も
っ
と
も
、
厳
密
に
は
短
期
金
利
と
長
期
金

利
の
区
別
は
あ
る
の
で
、
金
利
が
正
常
化
し
た

場
合
、
長
期
金
利
よ
り
も
付
利
を
若
干
低
い
水

準
に
維
持
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

だ
が
、
資
金
の
貸
借
市
場
の
需
給
が
需
要
増

に
傾
く
と
、
短
期
金
利
の
下
限
で
あ
る
コ
ー
ル

レ
ー
ト
も
長
期
金
利
と
同
様
の
水
準
ま
で
上
昇

す
る
。
こ
れ
は
、
１
９
８
６
年
か
ら
１
９
９
５

年
頃
の
長
期
金
利
や
コ
ー
ル
レ
ー
ト
の
過
去
の

推
移
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
超
過
準
備

の
規
模
を
長
期
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
最

低
、
コ
ー
ル
レ
ー
ト
の
水
準
近
く
ま
で
付
利
を

引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
日
銀
が
保
有
す
る
国
債
は
償
還
期
限

が
あ
る
た
め
、
十
分
時
間
が
経
ち
、
何
も
し
な

い
と
、
国
債
は
日
銀
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
落

ち
て
い
く
。
そ
の
場
合
、
民
間
銀
行
な
ど
が
保

有
す
る
国
債
や
市
場
に
流
通
す
る
国
債
が
増
加

す
る
。
つ
ま
り
、
国
債
市
場
の
需
給
関
係
が
供

給
増
に
変
化
し
、
国
債
の
価
格
が
下
落
（
＝
長

期
金
利
が
上
昇
）
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、

政
治
が
財
政
再
建
や
社
会
保
障
改
革
を
し
っ
か

り
進
め
、
市
場
の
信
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
、
財
政
は
厳
し
い
現
実
に
直
面
す
る
は

ず
で
あ
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、「
日
銀
が
国
債
を
す
べ
て

買
い
切
れ
ば
、
国
民
負
担
ゼ
ロ
で
財
政
再
建
で

き
る
」
と
い
う
主
張
は
誤
解
で
、
２
０
１
９
年

10
月
に
延
期
と
な
っ
た
消
費
増
税
を
含
め
、
財

政
再
建
や
社
会
保
障
改
革
を
し
っ
か
り
進
め
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

で
は
、２
０
１
９
年
10
　
月
に
消
費
税
率
を
10
　
％

に
引
き
上
げ
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
将
来
の

こ
と
な
の
で
完
全
な
予
測
は
で
き
な
い
が
、
む

し
ろ
増
税
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、

「
景
気
循
環
」
で
あ
る
。
内
閣
府
は
「
景
気
動
向

指
数
研
究
会
」（
座
長
：
吉
川
洋
・
東
大
院
教

授
＝
当
時
）
の
議
論
を
踏
ま
え
て
景
気
循
環
の

判
定
を
し
て
い
る
が
、
２
０
０
９
年
３
月
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
第
15
循
環
の
景
気
の
山
を

２
０
１
２
年
３
月
、
谷
を
２
０
１
２
年
11
月
に

確
定
し
、
そ
の
資
料
を
２
０
１
５
年
７
月
24
日

に
公
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
過
去
の
景
気
拡
張
期

の
平
均
は
約
３
年
（
36
・
２
カ
月
）
で
、
第
２

次
安
倍
政
権
発
足
（
２
０
１
２
年
12
月
）
の
直

前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
今
回
の
景
気
拡
張
期
は
、

い
つ
終
わ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
に
あ
る
。

拡
張
期
が
６
年
近
く
に
及
ぶ
ケ
ー
ス
も
過
去
に

は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
２
０
１
８
年
11
月
で
、

２
０
２
０
年
ま
で
拡
張
期
が
続
く
確
率
は
き
わ

め
て
低
い
。

　

第
二
の
理
由
は
、「
選
挙
」
で
あ
る
。
２
０

１
７
年
４
月
の
増
税
判
断
は
、直
近（
２
０
１
６

年
７
月
）
の
参
議
院
選
挙
の
後
に
行
う
こ
と

も
で
き
た
が
、
次
の
増
税
時
期
と
さ
れ
る

２
０
１
９
年
10
月
で
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。

自
民
党
総
裁
任
期
（
２
０
１
８
年
９
月
）
は
越

え
る
が
、
そ
の
前
に
、
２
０
１
９
年
夏
の
参
院

選
が
控
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

次
の
延
期
で
再
建
計
画
は
崩
壊

再
建
の
仕
組
み
構
築
が
重
要
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ま
た
、２
０
１
９
年
度
の
予
算
編
成
を
行

う
た
め
に
は
、税
収
の
見
積
も
り
を
固
め
て

お
く
必
要
が
あ
り
、増
税
判
断
は
最
低
で
も

２
０
１
８
年
12
月
頃
に
は
行
う
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、２
０
１
４
年
12
月
の
選
挙
で
当
選
し

た
衆
議
院
議
員
の
任
期
は
４
年
な
の
で
、
解

散
が
な
け
れ
ば
、も
っ
と
も
先
延
ば
し
し
て
も

２
０
１
８
年
12
月
に
は
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
複
雑
な
政
治
的
要
因
も
、
次
の
増
税

判
断
に
影
響
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
も
し
２
０
１
９
年
10
月
の
消
費
増

税
も
延
期
す
る
と
、
財
政
再
建
計
画
は
ど
う
な

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
が
２
０
１
５

年
６
月
末
に
閣
議
決
定
し
た
「
骨
太
の
方
針

２
０
１
５
」（
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本

方
針
２
０
１
５
）
で
は
、
２
０
１
８
年
度
の
国

と
地
方
を
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政
収
支
（
以
下

「
Ｐ
Ｂ
」
と
い
う
）
の
赤
字
幅
を
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で

１
％
程
度
に
す
る
目
安
の
ほ
か
、
２
０
２
０
年

度
ま
で
に
Ｐ
Ｂ
を
黒
字
化
す
る
財
政
再
建
の
目

標
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
今
回
の
増
税

延
期
に
よ
り
、
前
者
の
目
標
達
成
は
ま
ず
無
理

で
あ
る
。

　

で
は
後
者
の
目
標
は
ど
う
か
。
内
閣
府
は

２
０
１
６
年
７
月
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お

い
て
、「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」

の
改
訂
版
を
公
表
し
て
い
る
。

　

同
試
算
に
よ
る
と
、
楽
観
的
な
高
成
長
（
実

質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
が
２
％
程
度
で
推
移
）の「
経

済
再
生
ケ
ー
ス
」
で
も
、
政
府
が
目
標
と
す
る

２
０
２
０
年
度
の
Ｐ
Ｂ
黒
字
化
は
達
成
で
き
ず
、

約
５
・
５
兆
円
の
赤
字
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
は
、

２
０
１
９
年
10
月
に
消
費
税
率
を
10
％
に
引
き

上
げ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
仮

に
２
０
１
９
年
10
月
の
増
税
も
延
期
し
た
と

す
れ
ば
、
楽
観
的
な
高
成
長
ケ
ー
ス
で
も
、

２
０
２
０
年
度
の
Ｐ
Ｂ
赤
字
幅
は
約
10
兆
円
超

に
達
し
、
現
在
の
財
政
再
建
計
画
は
完
全
に
崩

壊
し
て
し
ま
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
２
０
２
０
年
度
か
ら
２
０

２
５
年
度
に
か
け
て
は
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以

上
と
な
り
、
医
療
・
介
護
費
が
急
増
す
る
。
厚

労
省
の
推
計
に
よ
る
と
、
２
０
１
５
年
度
で

約
50
兆
円
の
医
療
・
介
護
費
は
、
10
年
後
の

２
０
２
５
年
度
に
は
75
兆
円
へ
、
実
に
25
兆
円

も
膨
ら
む
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
強
烈
な
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ
が
財
政
を
直
撃

す
る
前
に
、
厳
し
い
財
政
の
現
実
を
直
視
し
、

財
政
再
建
を
早
急
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
が
、

肝
心
の
政
治
は
財
政
再
建
に
本
気
で
取
り
組
む

誘
因
が
弱
い
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
本
当
の
改
革
は
厳
し
い
現
実
を
直
視

せ
ず
に
始
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
政
治
に
左

右
さ
れ
ず
に
財
政
再
建
を
促
す
仕
組
み
の
構
築

が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
い
く
つ
か
の
先

進
国
で
は
、
政
治
的
な
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
予
算
編
成
を
縛
る
と
い
う
目
的
も
含
め
、

財
政
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
改
革
す
る
動
き
が
広
が
っ

て
き
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
拘
束
力
が
強
い
中
期
財
政
フ
レ
ー

ム
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
予
算
編
成
、
財
政
予

測
や
リ
ス
ク
に
関
す
る
包
括
的
な
報
告
書
の
作

成
、
予
算
編
成
の
前
提
と
な
る
指
標
の
作
成
や

ル
ー
ル
順
守
を
評
価
す
る
「
独
立
財
政
機
関
」

の
設
置
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
「
独
立
財
政
機
関
」（
Ｉ
Ｆ
Ｉ
：

Independent Fiscal Institutions

）
と
は
、

選
挙
で
選
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
専
門
的
な
集

団
で
構
成
さ
れ
、
政
治
的
独
立
性
を
有
す
る
非

党
派
の
公
的
機
関
を
い
う
。

　

財
政
運
営
に
対
す
る
客
観
性
を
担
保
す
る
た

め
に
、
予
算
編
成
の
た
め
の
マ
ク
ロ
経
済
予
測

や
財
政
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
監
視
、
財
政
政
策

に
つ
い
て
規
範
的
な
助
言
や
指
針
を
政
府
に
提

供
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
独
立
財
政
機
関
は
、
本
稿
冒
頭

で
紹
介
し
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
氏
ら
に
よ
る
「
民
主

主
義
の
下
で
財
政
を
均
衡
さ
せ
、
政
府
の
肥
大

化
を
防
ぐ
に
は
、
憲
法
で
財
政
均
衡
を
義
務
付
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け
る
し
か
な
い
」
と
い
う
伝
統
的
な
議
論
に
も

深
く
関
係
す
る
。

　

最
近
（
２
０
１
４
年
）、
日
本
も
加
盟
す
る

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
は
、「
独

立
財
政
機
関
の
指
針
に
対
す
る
委
員
会
勧

告
（Recom

m
endation of the Council 

on principles for Independent Fiscal 
Institutions

）」
を
公
表
し
た
。

　

独
立
財
政
機
関
と
し
て
は
、オ
ラ
ン
ダ
の
経

済
政
策
分
析
局（
１
９
４
５
年
設
立
）や
ア
メ
リ

カ
の
議
会
予
算
局（
Ｃ
Ｂ
Ｏ
：Congressional 

Budget O
ffi

ce

、１
９
７
４
年
設
立
）が
長
い

歴
史
を
も
ち
有
名
だ
が
、
２
０
０
０
年
以
降
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
で
設
立
が
相
次
い
で
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
予
算
責
任
庁
（
Ｏ

Ｂ
Ｒ
：O

ffi
ce for Budget Responsibility

、

２
０
１
０
年
設
立
）、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
財
政

政
策
会
議
（
２
０
０
７
年
）、
カ
ナ
ダ
の
議
会

予
算
官
（
２
０
０
８
年
）、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

財
政
諮
問
会
議
（
２
０
１
１
年
）
な
ど
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
に

お
い
て
、
独
立
財
政
機
関
は
存
在
し
な
い
。
例

え
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
内
閣
府
は
「
中
長
期

の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
お
い
て
、

２
０
２
４
年
度
ま
で
の
マ
ク
ロ
経
済
や
財
政

の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
が
、
政
治
的
な
配

慮
等
か
ら
そ
れ
以
降
の
推
計
は
避
け
て
お
り
、

公
式
な
推
計
と
し
て
、
50
年
ほ
ど
先
を
見
通

す
財
政
収
支
に
つ
い
て
の
「
長
期
の
試
算
」

は
公
表
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
点
、
諸
外
国
で
は
、
長
期
の
財
政
に

関
す
る
将
来
推
計
を
公
表
し
て
い
る
例
が
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

　

例
え
ば
、
欧
州
委
員
会
に
よ
る
「
財
政
の

持
続
可
能
性
に
関
す
る
報
告
書
」（Fiscal 

Sustainability Report

）
は
そ
の
代
表
的

な
存
在
だ
。

　

同
委
員
会
は
３
年
に
１
回
、「
高
齢
化
に

関
す
る
報
告
書
」（Ageing Report

）
も
作

成
し
、
社
会
保
障
費
に
つ
い
て
、
２
０
６
０

年
ま
で
の
規
模
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
）
を
推
計
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
議
会
予
算
局
（
Ｃ
Ｂ

Ｏ
）
は
、
推
計
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
に

政
治
的
な
中
立
性
や
独
立
性
を
確
保
し
つ
つ
、

今
後
75
年
間
（
２
０
８
７
年
ま
で
）
の
将
来

推
計
を
実
施
し
、「
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
・
シ
ナ

リ
オ
」（
現
行
制
度
を
全
く
変
更
せ
ず
、
現

在
の
政
策
が
継
続
し
た
場
合
、
自
然
体
で
の

財
政
や
マ
ク
ロ
経
済
の
姿
を
予
測
す
る
も

図表８　世代会計の試算結果（単位：万円）

（出所）筆者作成

各
国
で
続
く
独
立
機
関
設
立

日
本
は
試
算
公
表
も
避
け
る



602016.10

の
）
と
「
代
替
シ
ナ
リ
オ
」（
政
策
変
更
を
織
り

込
ん
だ
場
合
の
姿
）
の
２
種
類
を
公
表
し
て
い

る
。

　

こ
の
た
め
、
東
京
財
団
で
は
、
財
政
健
全
化

は
日
本
に
と
っ
て
の
重
要
な
政
策
課
題
の
一
つ

で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
超
党
派
議
員
で
、
国
会

に
独
立
推
計
機
関
の
設
置
な
ど
を
求
め
る
政
策

提
言
を
２
０
１
３
年
に
公
表
し
て
お
り
、
こ
の

関
係
で
２
０
１
６
年
６
月
、「
長
期
財
政
推
計

モ
デ
ル
」（
β
版
）を
構
築
し
公
表
し
て
い
る（
後

者
は
筆
者
も
メ
ン
バ
ー
）。

　

ま
た
、「
２
０
０
５
年
度
版
・
年
次
経
済
財
政

報
告
」等
に
お
い
て
、内
閣
府
は「
世
代
会
計
」を

一
時
は
公
表
し
て
い
た
が
現
在
は
政
治
的
な
配

慮
か
ら
作
成
し
て
お
ら
ず
、日
本
に
独
立
財
政
機

関
が
創
設
さ
れ
る
場
合
、当
該
機
関
が
世
代
会
計

の
推
計
や
公
表
を
担
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
は
、
現
状
に
お
い
て
も
、
例
え
ば

60
歳
以
上
の
世
代
と
将
来
世
代
（
０
～
19
歳
）

の
負
担
に
は
、
大
き
な
世
代
間
格
差
が
存
在
す

る
が
、
先
般
の
増
税
再
延
期
が
各
世
代
に
及
ぼ

す
影
響
は
、「
世
代
会
計
」
と
い
う
手
法
で
し
か

把
握
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
「
世
代
会
計
」
と
は
、「
国
民
が
生
涯
を
通
じ

て
、
政
府
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
負
担
を
し
、

政
府
か
ら
ど
れ
だ
け
の
受
益
を
得
る
か
」
を
推

計
す
る
手
法
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、「
20
代
」

と
か
「
30
代
」
と
か
「
50
代
」
と
い
っ
た
世
代
ご

と
に
、
そ
の
生
涯
の
受
益
（
年
金
、
医
療
・
介

護
と
い
っ
た
政
府
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
か
ら
得
ら

れ
る
も
の
）
と
負
担
（
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
供
給

す
る
の
に
必
要
な
税
金
・
保
険
料
と
い
っ
た
も

の
）
を
推
計
し
、
純
受
益
（
＝
受
益

－

負
担
）

を
試
算
す
る
。

　

内
閣
府
の
付
注
を
参
考
に
、
筆
者
が
試
算

し
た
結
果
に
よ
る
と
、
60
歳
以
上
の
世
代
と

将
来
世
代
と
の
世
代
間
格
差
は
、
既
に
約

１
億
２
千
万
円
に
も
達
し
て
い
る
。

　

一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
涯
賃
金
を
２
億

円
と
す
る
と
、
そ
の
約
５
割
に
も
達
す
る
格
差

が
あ
る
。

　

で
は
、
先
般
の
増
税
再
延
期
の
影
響
は
ど
う

か
。
こ
の
世
代
会
計
を
用
い
て
、
筆
者
が
試
算

し
た
結
果
が
図
表
８
で
あ
る
。

　

２
０
１
７
年
４
月
に
増
税
を
行
っ
た
場
合
、

将
来
世
代
は
８
２
２
１
万
円
の
損（
負
担
超
過
）、

60
歳
以
上
の
世
代
は
３
９
８
２
万
円
の
得
（
受

益
超
過
）
で
あ
っ
た
が
、
２
０
１
９
年
10
月
に

増
税
を
行
っ
た
場
合
、
将
来
世
代
の
負
担
超
過

は
８
２
６
５
万
円
に
拡
大
、
60
歳
以
上
の
世
代

の
受
益
超
過
は
３
９
９
０
万
円
に
拡
大
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
今
回
の
増
税
再
延
期
で
、
将
来

世
代
は
一
人
当
た
り
約
44
万
円
も
損
が
拡
大
す

る
可
能
性
を
意
味
す
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、安
倍
首
相
は
、次
回
は
増
税

の
再
々
延
期
は
せ
ず
、２
０
１
９
年
10
月
に
消

費
税
率
を
確
実
に
10
％
に
引
き
上
げ
る
ス
タ
ン

ス
だ
が
、こ
れ
以
上
の
延
期
は
、将
来
世
代
に
さ

ら
に
ツ
ケ
を
先
送
り
す
る
だ
け
で
あ
り
、
図
表

が
示
す
通
り
、増
税
を
恒
久
的
に
延
期
す
れ
ば
、

７
９
５
万
円
も
損
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
「
２
０
２
０
年
度
ま
で
に
国
と
地
方
を
合
わ

せ
た
基
礎
的
財
政
収
支
を
黒
字
化
す
る
」
と
い

う
従
来
の
財
政
再
建
目
標
を
堅
持
す
る
姿
勢
も

重
要
だ
が
、
将
来
世
代
の
利
益
も
視
野
に
、「
国

家
15
年
の
計
」
と
し
て
、
し
っ
か
り
財
政
再
建
・

社
会
保
障
改
革
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
が
、
現

在
を
生
き
る
私
た
ち
の
責
務
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
財
政
の
長
期
推
計
や
世
代
会
計

の
公
表
等
を
担
う
独
立
財
政
機
関
の
創
設
が
早

急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

高
橋
是
清
が
『
明
治
大
正
財
政
史
』
の
序
文

で
述
べ
て
い
る
と
お
り
、「
財
政
は
経
国
の
枢

機
に
し
て
、
国
務
の
運
営
一
と
し
て
之
に
頼
ら

ざ
る
は
な
く
、
一
国
隆
替
の
跡
は
正
に
財
政
の

沿
革
に
依
て
之
を
窺
ふ
を
得
べ
し
」
な
の
で
あ

る
。 

財
政
無
策
が
ひ
き
起
こ
す

衝
撃
的
な
世
代
間
格
差


